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「魅力ある大学院教育」イニシアティブ審査要項

平成１７年６月２１日

｢魅力ある大学院教育｣

イニシアティブ委員会

「魅力ある大学院教育」イニシアティブは、現代社会の新たなニーズに応え

られる創造性豊かな若手研究者の養成機能の強化を図るため、大学院における

意欲的かつ独創的な研究者養成に関する教育取組に対し重点的な支援を行うこ

とにより、大学院教育の実質化（教育の課程の組織的展開の強化）を推進する

ことを目的とする。

また、採択された取組を広く社会に情報提供することで、今後の大学院教育

の改善に活用することとする。

「魅力ある大学院教育」イニシアティブの審査は、この審査要項により行う

ものとする。

Ⅰ．審査方針

審査は、大学からの申請に基づき、本事業の大学全体としての位置付けを踏

まえ、課程の目的・役割（大学の設立の主旨・経緯、教育理念、その他大学の

特性（規模、地理的条件等）も考慮）に照らして、国際的に魅力ある大学院教

育が展開・実現されるかという視点から、以下の観点を基に審査を行い、選定

する。

１．大学院教育の実質化のための具体的な教育取組

課程制大学院として当該分野における創造性豊かな優れた研究・開発能

力を持つ研究者の養成機能を有する取組であり、大学院教育の実質化（教

育の課程の組織的展開の強化）のために以下のような方策が確立又は今後

展開されることが期待できるものとなっているか。

(1) 目的・役割の焦点化・明確化が図られているか。

(2) 目的に沿った体系的な教育課程が編成されているか。

※審査に当たっては、各分野の特性にも配慮。

(3) 目的に沿った体系的な教育課程を提供するための教員組織が整備－①

されているか。

目的、教育内容・方法についての組織的な研究・研修（ＦＤ）の－②

実施体制等が整備されているか。

(4) 教育研究指導の体制・方法が確立されているか。－①

研究指導が目的に沿って適切に行われているか。－②
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(5) 教育研究活動が活性化するための基盤が確立されているか。

(6) 教育研究活動が有効に機能するための運営マネジメント（プロセ

ス管理）体制が構築されているか。

(7) 学生の経済的支援とキャリアパス形成に関する方策が講じられて－①

いるか。

自己点検・評価体制が構築されているか。－②

積極的な情報提供（目的、魅力ある教育内容・方法、自己点検・－③

評価結果など）を行うための体制が整備されているか。

２．意欲的・独創的な教育プログラムへの発展的展開のための計画

前記１の具体的な教育取組を基盤として、

(1) 現代社会の新たなニーズに応えられる意欲的かつ独創的な教育プログ

ラムへの発展的展開を図る具体的な計画であり、創造性豊かな若手研究

者の養成が期待され、

(2) その実現性が高いものとなっており、

(3) 事業終了後の一定の成果とその後の大学による継続的な展開が期待で

きるもの

となっているか。



Ⅱ．審査体制

「魅力ある大学院教育」イニシアティブの実施組織は、分野別審査部会（「人社系部会」、 ｢理工農
系部会」、「医療系部会」）において、採択候補を選定し、総合審査部会において採択を決定する。

その後、「魅力ある大学院教育」イニシアティブ委員会に報告し、了承を得た上で文部科学省に報
告する。

※書面審査の実施に際しては、分野別審査部会に必要に応じて、各専門分野の専門委員を追加し、審査を行う。

なお、上記記載の各分野別における細分野は例示であり、この例示された細分野毎に審査を行うものではない。

委員２０人以内

イニシアティブ委員会

（各分野別審査部会の部会長等で構成）

総合審査部会

分野別審査部会 イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
委
員
会
委
員
及
び
専
門
委
員
で
構
成

人社系部会

平成17年度
スタート

平成19年度
事後評価

（例示）
文学、史学、
哲学、心理学、
教育学、演劇、
言語学、芸術、
法学、政治学、
経済学、経営学、
社会学、
総合政策、
地域研究、
国際関係 等、
その他人社系分
野を主とする複
合分野

理工農系部会

（例示）
数学、物理学、
地球・惑星・宇宙科学、
応用物理学、化学、
ナノ・材料科学、
金属工学、繊維工学、
プロセス工学、
機械工学、土木工学、
建築学、情報学、
電気電子通信工学、
システム工学、
バイオサイエンス、
生物学、医用工学、
生体工学、農学、
獣医学、環境科学、
生活科学、
エネルギー科学 等、
その他理工農系分野
を主とする複合分野

医療系部会

（例示）
医学、
歯学、
薬学、
看護学、
保健学 等、
その他医療系分
野を主とする複
合分野

（各２０人程度）

ワーキング・グループ

１．「魅力ある大学院教育」イニシアティブの審査体制
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イニシアティブ委員会：審査方法、審査方針の決定

審査を付託

ヒアリング課題の選定＜合議審査＞ヒアリング課題の選定＜合議審査＞

申請者からの計画調書等及び書面評価書に基づき合議に
よる審査
①大学院教育の実質化を図るための方策について

②意欲的・独創的な教育プログラムへの発展的展開のための計画について

ヒアリング審査・合議審査ヒアリング審査・合議審査

事業実施代表者等から実施計画を聴取し、質疑応答

採択候補の選定

報 告
１０月中旬

１０月上旬

９月下旬～１０月上旬

９月上旬

専門分野
の委員等
による
書面評価

イニシアティブ委員会：採択決定の了承

総合審査部会：共通理解及び書面審査の方法等
（各分野別審査部会の部会長等で構成）

総合審査部会：全体調整・採択の決定

８月上旬

２．分野別審査部会における審査手順
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８月上旬



- 5 -

Ⅲ．審査に当たっての着目点

本審査に当たっての着目点は次のとおりとする。

１．大学院教育の実質化のための具体的な教育取組

(1) 目的・役割の焦点化・明確化

1) 創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者の養成に当たっ

て、当該専攻分野の人材養成目的が焦点化・明確化されているか。

・ どのような教育理念をもって、大学院教育を行おうとしてい

るのか。

・ その理念の下に、どのような大学独自の個性や特色を発揮し

ようとしているのか。

・ 産官学を通じた研究・教育機関の中核を担う者や大学教員

などの研究者の養成面で、どのような人材を育てようとして

いるのか。

2) 当該目的に照らし、具体的にどのような研究・開発能力（知識・

技術等）を修得させ、また、それらを成績評価基準や修了要件にど

のように位置付けるか。

3) 目的・役割が学則、研究科規程等で具体的に明示され、組織的に

共有されているか。

(2) 目的に沿った体系的な教育課程の編成

※審査に当たっては、各分野の特性にも配慮。

1) 人材養成目的を踏まえ、専攻分野に関する高度な専門的知識・能

力の修得に加え、幅広く高度な知識・能力が身に付く体系的な教育

課程とするための工夫がなされているか。

・ 研究活動を行うに足る研究能力の修得とその基礎となる豊かな

知的学識を培う教育課程となっているか。

・ 多様な研究活動の場を通じて研鑽を積むことが可能な教育課程

となっているか。

・ 自ら研究課題を設定し研究活動を実施するなど、学生の創造力、

自立力等を磨く教育課程となっているか。

・ 学生に一定の責任と権限を与え、プロジェクトの運営管理能力

を高めることが可能な教育課程となっているか。

・ 学部教育と大学院教育との接続を考慮した教育課程となってい

るか。

・ 企業や社会、他の大学院等との連携を考慮した教育課程となっ

ているか。

2) コースワーク、論文作成指導、学位審査等の各段階が有機的なつ

ながりをもって学位授与へと導くといった教育のプロセス管理がな

されているか。
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(3) 目的に沿った体系的な教育課程を提供するための教員組織の整備－①

1) 専攻の種類及び規模、教育課程に応じ、どのような方針の下に、

（ ）教育研究上必要な教員 研究指導教員及び研究指導補助教員を含む

が配置されているか。

2) 教員組織の活動をより活性化するための適切な措置（例えば、任

期制や公募制、外国人教員の確保、教育評価の人事処遇への反映方

法など）が講じられているか。

目的、教育内容・方法についての組織的な研究・研修（ＦＤ）の－②

実施体制等の整備

1) ＦＤの組織的な実施体制が整備されているか。

2) ＦＤの実施内容・方法が適切か。また、教育の質の向上や授業の

改善に結び付けるシステムが整備されているか。

・ 学生による授業等の評価結果が活用・反映されているか。

(4) 教育研究指導の体制・方法の確立－①

1) 各種授業に応じた授業形態・教育方法等が整備されているか。

・ 履修指導、シラバスの作成・活用、講義・実習・実験等の授

業形態の組合せ、少人数教育・フィールド型授業、情報機器の

活用などの教育内容に応じた教育方法の工夫などがなされてい

るか。

・ 国際的に通用する外国語能力を養うための措置が講じられて

いるか。

2) 成績評価や単位認定、修了認定（統一的な基準の策定と厳格な運

用）が適切なものとなっているか。

・ 到達目標に照らして、学生の教育の達成度を適切に把握・評

価する仕組みが講じられているか。

研究指導の適切な取組－②

1) 研究指導に対する適切な取組が行われているか。

・ 学生の個性を発掘し、それを伸ばすための取組や工夫が講じ

られているか。

・ 複数教員による指導体制、研究テーマの決定に対する適切な

指導、ＴＡ・ＲＡの活動を通じた能力の育成、教育的機能の訓

練などの工夫が講じられているか。

2) 学位授与のプロセス管理が適切に行われているか。
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・ 学位論文に係る指導体制、学位論文の 審査体制、方法・基

準の明確化などの工夫が講じられているか。

(5) 教育研究活動が活性化するための基盤の確立

1) 教員・学生の流動性向上に関する方策、学生間の競争的環境の醸

成に関する方策が講じられているか。

2) 学生の学習支援環境（自習室、グループ討論室、情報機器など）

が適切に整備されているか。

(6) 教育研究活動が有効に機能するための運営マネジメント（プロセス管

理）体制の構築

1) 教育研究活動の状況を組織的に把握・改善する仕組みが整備され

ているか。

・ 修了者の社会的評価の把握など、質の保証を検証する仕組み

が講じられているか。

2) 教育研究活動の明確な意志決定方法が構築されているか。

(7) 学生の経済的支援とキャリアパス形成に関する方策－①

1) 学生への経済的支援が適切に行われているか。

・ ＴＡ・ＲＡへの採用、フェローシップ、奨学金給付・貸与、

授業料免除などの措置が講じられているか。

2) 学生のキャリアパス形成に関する教員の指導、学生の進路指導が

適切に行われているか。

・ 学生の進路(就職、アップグレードのためのサポートなど)に

関する指導体制が整備されているか。

自己点検・評価体制の構築－②

1) 自己点検・評価を行う組織体制（外部者によって検証する体制も

含む）が整備されているか。

2) 自己点検・評価項目・方法等が適切に設定されているか。

積極的な情報提供（目的、魅力ある教育内容・方法、自己点検・－③

評価結果など）を行うための体制の整備
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２．意欲的・独創的な教育プログラムへの発展的展開のための計画

(1) 教育プログラムの適合性

1) 現代社会の新たなニーズに応えられる、意欲的かつ独創的な教育

プログラムとなっているか。

2) 創造性豊かな若手研究者の養成が期待される教育プログラムとな

っているか。

(2) 教育プログラムの実現性

1) 計画の実現に向けた実施体制、人的・物的な教育環境の整備がな

されており、教育プログラムを推進するために効果的な実施体制と

なっているか。

2) 教育プログラムの年次計画が着実かつ現実的であり、実現性の高

いものとなっているか。

(3) 計画が終了した２年後に期待される成果と今後の大学による展開

1) 教育プログラムの成果が、我が国の大学院教育の実質化への波及

効果が認められるものとなっているか。

2) 補助事業終了後の大学による自主的・恒常的な展開の見通しが確

実であるか。

３．申請経費の合理性等

申請経費の内容が妥当であり、計画上、必要不可欠なものか。

Ⅳ．その他

１．申請及び支援等

(1) すべての学問分野を対象とし、公募は「人社系 「理工農系 「医療」、 」、

系」の３分野に区分し、申請を受け、審査を行う。

各大学からは、個々の申請について、どの分野での審査を希望するか

を含めて申請を受け、それぞれ大学が希望する分野において審査を行う

ものとする。したがって、申請分野については、他の分野への移し替え

はしない。

(2) 採択件数は、申請状況、事業内容等を勘案の上、各分野毎に１０～３

０件程度とし、全体で８０件程度とする。

(3) 取組規模（補助対象経費）は、１件当たり各年度１億円を上限とし、
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支援期間は２年間とする。これらの条件に照らして、教育プログラムに

必要な額であるかという観点から審査を行う。

２．開示・公開等

(1) ｢魅力ある大学院教育｣イニシアティブ委員会等の審議内容等の取り扱

いについて

（ 「 」 。）｢魅力ある大学院教育｣イニシアティブ委員会 以下 委員会 という

の会議及び会議資料は、原則公開とする。

ただし、次に掲げる場合であって委員会が非公開とすることを決定し

たときは、この限りでない。

審査（人選を含む）に関する調査審議の場合1)
その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合2)

なお、専ら審査に関する調査審議を行う各部会の会議及び会議資料に

ついては、審査の円滑な遂行確保の観点から非公開とする。

(2) 委員会の議事要旨は、上記に掲げる場合を除き、原則公開とする。

(3) 審査結果（採択された取組み）は、文部科学省へ報告するとともに、

日本学術振興会のホームページへの掲載等により、広く社会へ情報提供

することとする。

(4) 委員等の氏名について

委員会の委員の氏名は、予め公表することとする。1)
各部会の委員及び専門委員の氏名については、採択後公表すること2)
とする。

３．委員及び専門委員の遵守事項

(1) 利害関係者の排除等

申請に直接関係する委員及び専門委員は、事務局にその旨申し出るこ

ととし、書面審査及びヒアリングを行わない。

、 。また 委員会及び各部会における採択の議決に加わることができない

ただし、会議に出席し、その議決以外について発言することは妨げな

い。

（申請に直接関係する場合の例）

・ 委員及び専門委員が当該大学院研究科の専任又は兼任として在

職 就任予定を含む。 している場合( )
・ 委員及び専門委員が当該大学の役員として在職（就任予定を含

む ）している場合。

・ その他委員及び専門委員が中立・公正に審査を行うことが困難

であると判断される場合
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なお、上記事例のうち、中立・公正に審査を行うことが困難であ

ると判断される場合においては、その申し出について委員長が利害

関係者に該当するか否かを判断する。

(2) 秘密保持

・ 審査の過程で知り得た個人情報及び対象大学の審査内容に係る

情報については外部に漏らしてはならない。

・ 委員として取得した情報（調書等各種資料を含む）は、他の情

報と区別し、善良な管理者の注意義務をもって管理する。

４．事後評価

本事業の終了（２年）後に事後評価を実施する。

評価に関する方法・基準等については別に定める。
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